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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年５月１４日 ０３時００分ごろ 

発生場所 岡山県玉野市宇野港 

 宇野港田井第５号灯標から真方位２７７°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３０.０′ 東経１３３°５７.８′） 

事故の概要  漁船眞
しん

一
いち

丸は、南南東進中、また、プレジャーボートアクアは、北

北西進中、両船が衝突した。 

 アクアは、船長及び同乗者が負傷し、操舵スタンドの破損等を生

じ、また、眞一丸は、右舷船首部等に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年５月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 眞一丸、１.７２トン 

   ＯＹ３－１７７０２（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.２６ｍ（Lr）×１.７９ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３３.８kＷ、昭和５５年５月２４日 

   第２７１－１４１８４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート アクア、５トン未満 

   ２７１－１４７８７岡山、個人所有 

   ６.０６ｍ（Lr）×１.８７ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３６.８kＷ、昭和５７年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年１０月１３日 

    免許証交付日 平成２６年２月１７日 

           （平成３１年１１月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成８年８月２８日 

    免許証交付日 平成２６年４月９日 

           （平成３１年７月６日まで有効） 

  同乗者Ｂ 男性 ６７歳 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部及び船底部外板に擦過傷 

Ｂ 操舵スタンドに破損、右舷舷縁上部に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期  

月没時刻：００時５０分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、玉野市高辺
た か べ

鼻において刺し網を

揚げる目的で、平成２８年５月１４日０２時５５分ごろ、法定灯火を

表示し、宇野港内の係留地を出航した。 

 船長Ａは、操縦席に腰を掛け、船首方の見張りを行いながら約１０

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により南南

東進していたところ、０３時００分ごろ、玉野市長埼東岸沖におい

て、衝撃と同時にＡ船の主機回転数が急激に上昇したのを感じた。 

 船長Ａは、直ちに主機クラッチを中立に戻して周囲を確認したとこ

ろ、Ａ船の右舷正横方に半水没状態のＢ船の船首部を視認し、Ｂ船と

衝突したことを知るとともにＢ船至近の海面に浮いている船長Ｂを認

めた。 

 船長Ａは、船長Ｂを救助し、船長Ｂから友人１人（以下「同乗者

Ｂ」という。）がいたことを告げられ、船長Ｂと一緒に同乗者Ｂを捜

したものの、同乗者Ｂを発見できなかったので、海上保安庁に本事故

の発生を通報して救助の要請を行った。 

 船長Ａは、Ａ船の右舷側に同乗者Ｂを発見し、船長Ｂと共に同乗者

Ｂを救助した後、１１９番通報で救急車の要請を行った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せて香川県寺島北

東方沖での釣りを終え、０２時５０分ごろ、白色全周灯１個及び両色

灯１個を表示して宇野港の係留地への帰途についた。 

 船長Ｂは、操縦席に腰を掛け、同乗者Ｂが操縦席の右舷側に立って

宇野港田井第３号灯標（以下「３号灯標」という。）の西側に向けて

約７kn の速力で手動操舵により北北西進した。 

 船長Ｂは、３号灯標を右舷に見て通過する頃、以前、操縦区画にあ

るマスト上部に設置した白色全周灯の明るさにより周囲が見えにくく

なり、付近海域で乗り揚げそうになった経験があったので、白色全周

灯を消して付近の浅所に近づかないように海岸からの距離を目測しな

がら操船していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが船首方至近にＡ船の白灯を視認した直後、Ａ船と

衝突した。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、共に海中に転落したものの、Ａ船に救助さ

れて長埼南西方の砂浜に運ばれたのち、救急車で岡山市内の病院に搬

送され、船長Ｂが右膝内側側副靱
ひざないそくそくふくじん

帯損傷及び大腿骨外顆骨
がいかこつ

挫傷、同乗
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者Ｂが骨盤輪
こつばんりん

骨折とそれぞれ診断された。 

 Ｂ船は、船長Ａから本事故の連絡を受けて来援したＡ船の僚船に本

事故発生海域付近から長埼沖までえい
．．

航された後、長埼南西方の砂浜

に引き揚げられた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ｂ船の白色全周灯及び両色

灯の設置状況 参照） 

 その他の事項 

 

 Ａ船及びＢ船は、いずれもレーダー及びＧＰＳプロッターがなかっ

た。 

 船長Ａは、漁業協同組合の組合員として約２５年間の経験を有し、

平成１３年ごろからＡ船の船長として乗船していた。 

 船長Ａの眼高は、操縦席に腰を掛けた状態で、海面から約１.３ｍ

であった。 

 船長Ａは、救命胴衣を着用していなかった。 

 Ｂ船は、白色全周灯を甲板上約１.９ｍの高さに、両色灯を約０.８

ｍの高さにそれぞれ設置しており、両色灯が海面から船首頂部までの

高さより低い位置に設置され、船首方から見えにくい状態であった。 

 船長Ｂは、平成２３年ごろからＢ船に乗船し、本事故発生海域を数

多く航行した経験があり、夜間、周囲を確認する際に白色全周灯を消

して航行していた。 

 船長Ｂは、白色全周灯を消しても、両色灯だけを表示していれば、

他船にＢ船の存在を知らせることができると思っていた。 

 Ｂ船は、平成２６年１１月１３日に日本小型船舶検査機構の第１種

中間検査を受けた。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していたものの、同乗者Ｂは、救命胴衣

を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、宇野港において、法定灯火を表示して南南東進中、船長Ａ

がＢ船の存在に気付かなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 船長Ａは、Ｂ船が白色全周灯を表示していなかったこと、及び両色

灯が海面から船首頂部までの高さより低い位置に設置されていたこと

から、Ｂ船の存在に気付かなかった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、宇野港を北北西進中、船長Ｂが、白色全周灯を消して本事

故発生海域付近の浅所に近づかないように海岸からの距離を目測する

ことに注意を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船

の灯火に気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、以前、白色全周灯の明るさにより周囲が見えにくく、本
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事故発生海域付近で乗り揚げそうになった経験があったことから、周

囲の状況を確認しようと思い、白色全周灯を消して航行したものと考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、宇野港において、Ａ船が法定灯火を表示して南南

東進中、Ｂ船が白色全周灯を消して北北西進中、船長Ｂが見張りを適

切に行っていなかったため、Ａ船の灯火に気付かずに航行し、両船が

衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時見張りを適切に行うこと。 

 ・夜間に航行する船舶は、法定灯火を常時点灯して航行すること。 

 ・見張りの妨げとならない場所に白色全周灯を設置すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年５月１４日 

０３時００分ごろ発生） 

Ａ船 
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玉野市 
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宇野港田井

第５号灯標 

３号灯標 

宇野港 

港界 

寺島 
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モロ礁 
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長埼 

 

砂浜 

香川県 

岡山県 

高辺鼻 
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写真１ Ｂ船の白色全周灯及び両色灯の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白色全周灯 

両色灯 同乗者Ｂ 

船長Ｂ 

喫水線 


